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2021年9月26日に全国10会場で実施した自治体法務検定！
を1冊にまとめた唯一の問題集!!と

自治体法務検定委員会
（一般財団法人 日本通信教育学園）

主 催

総務省・地方六団体
（全国知事会、全国市長会、全国町村会、全国都道府県議会議長会、
全国市議会議長会、全国町村議会議長会）

後 援
第一法規 株式会社販 売

株式会社 時事通信社協 賛

自治体法務検定とは??

出題問題 解答・解説

自治体職員の  法務能力  を向上させるための検定です。毎年約3,000人が受検しています。
年１回、全国で一斉に行う  一般受検  と、各自治体が個別に行う  団体受検  があります。

基本法務 政策法務

自治体行政実務を支える基礎・基本の
法務知識を身につける。

基本法務とは

出題範囲

課題解決に必要な制度・政策に関わる
法務知識を身につける。

政策法務とは

出題範囲

自治体法務とは 自治制度の改革基本法務を学ぶにあたって 地方自治法

憲　法 民　法

行 政 法 刑　法

立法法務の基礎 市民参加と市民協働

解釈運用法務の基礎 情報公開と個人情報保護

評価・争訟法務 公共政策と自治体法務

科目の概要

地方自治法分野（事務処理特例制度・
地方公共団体の協力方式など）の多くが
現実の仕事に関係ある内容でした。問題文は、各法の条文が規定する文言を

覚えているだけでは解けないものも多く、法の趣旨、
各条文の意図や解釈がきちんと理解できているか、
確認することにとても役立ちました。 行政全般に当てはまる

２つ以上の概念を理解し、それを相互に
結びつけて考える力を、自治体法務検定で
身につけることができました。

など

受検者の声
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ご氏名
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■宛先
〒107̶8560
東京都港区南青山2̶11̶17
第一法規株式会社
 FAX.0120̶302̶640

書店印

取 扱 い

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料550円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。

　（いずれかを✓で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。
＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い
ただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社
ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お問
合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。　フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

お客様の個人情報の
取扱いについて

キ リ　ト　リ　線

部申込部数
●定価1,320円（本体1,200円 +税10％）　［コード077131］

申　込　書　〈第一法規刊〉

自治体法務検定問題集　2021年度版

自治検問題集21（077131）2021.11 HO

＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞ CLI
CK!第一法規 検　索詳 細・お申し込みはコチラ

2021年度の一般受検で出題された問題にチャレンジ！

基本法務

政策法務

地方自治法

市民参加と市民協働

から出題　正答率 56％の問題

から出題　正答率 59％の問題

選択肢

地方公共団体の議会に関する次の記述のうち、妥当でないものを１つ選びなさい。問　題

選択肢 ❶ メニュー型市民参加条例においては、行政機関の裁量に委ねずに、要求される市民参加のメニュー
を対象案件ごとに一つに絞って規定することが適切である。

❷ パブリックコメント制度を持っていてもそれを条例で規定している自治体は比較的少数であり、
要綱等の内規により制度化している例が多い。

❸ 条例に基づかず要綱等の内規に基づき審議会を設置することを違法とした下級審裁判がみられ、
条例化を図る自治体が増えている。

❹ 原子力発電所や産業廃棄物処理施設の設置に限らず、行政庁舎等の公共施設の整備に関する住民
投票も行われている。

市民参加の制度化に関する次の記述のうち、妥当でないものを１つ選びなさい。問　題

解答：基本法務❹　政策法務❶

❶ 町村は、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

❷ 地方公共団体の議会は、条例により、定例会・臨時会の区分を設けず、通年の会期とすることが
できる。

❸ 日本国憲法は、地方公共団体の議会の議員の選出について、住民の直接選挙によることを定めて
いる。

❹ 日本国憲法は、地方公共団体には、条例の定めるところにより、その議事機関として議会を設置
すると定めている。
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